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この人工芝生グランドは、下記助成金を受け整備されました。
①公益財団法人日本サッカー協会（ＪＦＡ）の都道府県フットボールセンター助成金
②独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金（ＴＯＴＯ）

敷地面積12,177.69㎡
クラブハウス　鉄骨造２階建て
夜間照明　６基（12灯 / 基）平均照度200ルクス以上
防球ネット　高さ７㍍

メイングランド　人工芝生　9,973㎡
　一般サッカーコート　１面
　（ジュニア用サッカーコート　２面）
サブグランド　人工芝生　2,205㎡
　フットサルコート１面
クラブハウス
　事務室、審判室、会議室、シャワー室、トイレ
駐車場　普通車60台

■問い合わせ
施設管理・ナイター券販売　教育教育委員会　生涯スポーツ係８５－６１４７
利用申込　東根地区公民館　８５－２２２８

人工芝生ピッチ使用上の注意点
●利用後は必ず日誌をつけてください
●グランド内は禁煙※火気の使用は禁止です
●シューズの裏をきれいにしてから使用してください
●金属製のスパイクは使用禁止です
●グランド内での飲食は禁止です（水飲み可能）
●グランド内へツバ等を吐き捨てるのは禁止です
●ペットはグランド内へ入れないでください
●ゴルフ練習は禁止です
●マナーを守り、きれいに使用しましょう

利用時間
午前６時～午後10時

利用料金
全面使用1時間
●夜間照明使用の場合　4,620円

（照明料含）

●上記以外（日中）　　  2,100円

　６月13日から行われた東陽グランドの整備が、9月10日に完成し、ＪＦＡ公認の人工芝生グラ
ンドに生まれ変わりました。
　置賜初となる人工芝生グランドは、公益財団法人日本サッカー協会（ＪＦＡ）の平成24年度
都道府県フットボールセンター助成事業の認定を受け、「山形県フットボールセンター」として整
備され、夜間照明、クラブハウスの整備も行われました。

利用方法
①利用団体は教育委員会に利用者名簿を添付し登録をします
②利用予約を行います
　（シーズン前は町サッカー協会、シーズンに入れば東根地区公民館）
③利用の際は日誌を必ず記入してください（菅原商店にあります）
④日中の請求は日誌により行いますので、月遅れで請求します




